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議 案 目 録 

 

議案第１５０号  明石市職員の給与に関する条例及び明石市立学校職員の

給与等に関する条例の一部を改正する条例制定のこと 

〃 第１５１号  明石市特別職の職員の給与に関する条例及び明石市公営

企業管理者の設置及び給与等に関する条例の一部を改正

する条例制定のこと 

 



－1－ 

議案第１５０号 
明石市職員の給与に関する条例及び明石市立学校職員の

給与等に関する条例の一部を改正する条例制定のこと  

１ 要  旨 

人事院勧告に基づく国家公務員の給与改定の取扱いに準じて、本市一般

職の職員の給料月額及び勤勉手当の支給率を引き上げようとするもの。 

 

２ 内  容 

(１) 給料表の改定（給料水準を平均０．２％引上げ） 

(２) 勤勉手当の支給率の引上げ 

 ア 平成２９年度１２月期 

（現行）１００分の８５ → （改正）１００分の９５ 

〔再任用職員 （現行）100 分の 40 → （改正）100 分の 45〕 

 イ 平成３０年度６月期以降 

    （現行）１００分の９５ → （改正）１００分の９０ 

    〔再任用職員 （現行）100 分の 45 → （改正）100 分の 42.5〕 

 

３ 施行期日 

   公布の日から施行し、２の(１)は平成２９年４月１日から、２の(２)アは

平成２９年１２月１日から適用する。ただし、２の(２)イは、平成３０年４

月１日から施行する。 



－2－ 

議案第１５１号 

明石市特別職の職員の給与に関する条例及び明石市公営

企業管理者の設置及び給与等に関する条例の一部を改正

する条例制定のこと  

１ 要  旨 

人事院勧告を踏まえた本市一般職の職員の給与改定の取扱いに準じて、

本市の特別職の職員及び公営企業管理者の期末手当の支給率を引き上げよ

うとするもの。 

 

２ 内  容 

   期末手当の支給率の引上げ 

  (１) 平成２９年度１２月期 

  （現行）１００分の２２０ → （改正）１００分の２３０ 

  (２) 平成３０年度以降 

  ア ６月期 

  （現行）１００分の２０５ → （改正）１００分の２１０ 

  イ １２月期 

  （現行）１００分の２３０ → （改正）１００分の２２５ 

 

３ 施行期日 

  公布の日から施行し、平成２９年１２月１日から適用する。ただし、２

の(２)は、平成３０年４月１日から施行する。 


